
【 利用者負担額の試算について 】 

・正式な利用者負担額は、市町村民税額を基本として、世帯状況（同居親族の有無、障がい手帳の有無等）も 

踏まえ、算定し、利用者負担額決定通知書により通知します。 

・こちらでは利用者負担額算定における市町村民税額の基本的な考え方についてご案内します。 

世帯状況による算定や世帯によって異なる調整控除等は取り扱いませんので、あくまでも、目安としてお考 

えください。 

 

【 注意事項 】 

※利用者負担額は父母の市町村民税額所得割の合算で決定しますので、父母それぞれ税額を試算したのちに 

合算する必要があります。祖父母と同居している場合は祖父母等の市町村民税額所得割で決定する場合も 

あります。 

※以下の控除は利用者負担額決定のもととなる市民税所得割の算定にいれることができません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対象期間に海外での収入がある場合は、実際の市民税は該当しなくても、課税相当額を推計して利 

用者負担額を算定します。 

 

【 市町村民税の対象年度 】 

 ・４月～８月の利用者負担額…前年度市町村民税所得割額をもとに算定 

 ・９月～３月の利用者負担額…当年度市町村民税所得割額をもとに算定 

※年度が正しくない場合正しく算定できないためご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜利用者負担額の算定にいれることができない税額控除＞ 

 ・寄附金税額控除（ふるさと納税含む） 

 ・個人の市町村民税額の住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除） 

・外国税額控除 

 ・配当税額または株式等譲渡所得割額の控除 

・個人の市町村民税額の配当控除 

・寄附金税額控除における特例控除額の特例 

 



【 試算方法 】 

１．父母の税額をいずれかの方法で確認する。 

（１）市民税・県民税通知書やマイナポータルや課税証明書 で税額を確認する 

（２）住民税額シミュレーションで税額を試算する ※課税証明書や市民税・県民税特別徴収税額通知書がない場合 

 ２．父母の税額を合算する。 ※祖父母等の同居親族がいる場合は祖父母で決定する場合があります 

 ３．保育料表と照らし合わせて階層を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



以下、１．（１）（２）での税の確認方法についてのご案内です。                                          

 

＜１．（１）で税額を確認する方法 ＞                              

ⅰ 市民税の税額控除前所得割額を確認する。 

 
※市民税・県民税特別徴収税額通知書で確認する場合、収入先が複数あるなど市民税・県民税通知書が複数ある場合は合算する 

 ※課税証明書で確認する場合、市区町村によって様式が異なります。税額控除前所得割額の記載がない場合は市民税所得割額に保育料の 

算定で控除できない税額控除額（上記【注意事項】に記載の税額控除額）を足し戻す必要があります。 

課税証明書を取得する場合、税額控除額の記載を希望していただくことを推奨します。 

 

ⅱ 福岡市の税額（１．の税額）は市民税８％で計算されているため６％に再計算する。  

  

（ⅰで把握した金額）×６÷８ 

 
※政令指定都市は、県民税と市民税の割合が異なり、福岡市では市民税を政令市の税額（８％）で算定されています。 

他都市に比べ高くならないよう、利用者負担額の計算では６％に計算し直します。 

   ※課税地が政令指定都市以外など、市民税が６％の市区町村の場合、再計算の必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜１．（２）で税額を確認する方法＞                            

  ・源泉徴収票など収入を確認できるものをご準備ください。 

  ・以下は令和８年４月～令和８年８月の利用者負担額を試算する場合の 

住民税額シミュレーションの入力例です。 

  ・なお、以下は対象者が給与所得のみの場合の例です。収入状況に応じて、入力してください。 

 

１．市民税の対象年度を選択します。                            

 ・令和８年４月～令和８年８月の利用者負担額は前年度市町村民税（＝令和７年度市町村民税）が対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．入力フォームに従い該当する項目に入力します。                     

・利用者負担額の算定に入れることができない控除は入力しないでください。（【注意事項】参照） 

 

 ※以下入力例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．市民税額所得割を確認します                                    

・旧税率（市民税６％）で算出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


